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厚生労働省は, これまで老人保健法に基づいて

市町村が実施してきた健康診査と保健指導を大幅

に見直し, ����年 (平成��年) �月より健康保険

組合を実施主体として生活習慣病の特定健康診査

と特定保健指導を行うことにした�)｡ 特定健康診

査と特定保健指導が, 主にメタボリックシンド

ロームの早期発見と予防に重点をおいていること

から, メタボリックシンドロームの関心が国民の

間で高まっている。一方，メタボリックシンド

ロームに関心が集中するあまり, 高血圧, 高脂血

症, 糖尿病, 喫煙などへの対応が不十分となるこ

とが危惧される｡ 新しい生活習慣病の概念である

メタボリックシンドロームを取り入れた生活習慣

病の予防活動の発展のために, メタボリックシン

ドロームの疾病概念と特定保健指導の実施とその

課題について概説する｡
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世界保健機構 (���������	
�������	���

���) は, 先進国では����年の死亡に喫煙, 高

血圧, 高コレステロール血症, 過体重, 飲酒, 果

物・野菜の摂取不足, 低い身体活動の順に寄与し

ていると報告した�)｡ これらの危険因子による死

亡原因は, 主に悪性新生物と心血管疾患による

が, 世界での心血管疾患死亡は�����万人で, 全

死亡の��％を占めている�)｡ 急速に高齢社会を迎

えつつある日本においても, 虚血性心疾患や脳血

管障害の原因となる動脈硬化の予防は, 寿命の延

長をはかるのみでなく, 高齢者の生活の質を良く

する上でも重要な課題である｡ このため, その主

要な危険因子である高血圧, 高脂血症, 肥満, 糖

尿病, 喫煙などへの対策が進められている｡

一方, 特定者に動脈硬化の主要な危険因子であ

る高血圧, 高脂血症, 肥満, 耐糖能異常が集積し

やすく, 心血管疾患発症の確率が上昇することが

����年代より知られていた	��)(表 �)｡ 米国の

�����(����) はこれらの動脈硬化危険因子の

集積をシンドロームＸ (�������Ｘ) として提
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唱した�)｡ 続いて, ������(����) が同様の病態

を死の四重奏 (�����	
����)�), ��������ら

(����) がインスリン抵抗症候群 (�������������

�����	������)�)と呼んで話題となった｡ 日本

では, 松澤らが����年より内臓脂肪型肥満����

������������	の概念を発表している�)｡ ���

は, ����年に糖尿病および心臓血管疾患の予防の

観点からこれらの危険因子の重複した状態をメタ

ボリックシンドロームと名づけ, 国際的に統一さ

れた疾患名となった�)(表�, �)｡
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������および�����を中心とした���糖

尿病専門家委員会は, ����年に糖尿病や前糖尿病

期である耐糖能異常 (��������������������

���� �!") とは独立してメタボリックシンドロー

ムの診断基準を発表した�)｡ この報告では,#��$��

の提唱したシンドロームＸのコア病態であるイン

スリン抵抗性よりも内臓肥満%����������	を

重視しているが, 診断基準には経口糖負荷試験や

ミクロアルブミン尿のような糖尿病やその合併症
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の診断に欠かせない検査が盛り込まれていた�)(表

�)｡ 一方, 米国立衛生研究所 (����������	��


����	�������) は, 成人の高コレステロール血

症の検査・評価・治療 (���������������������

���������������������������	�������

�����	����Ⅲ) に関する専門家パネルの報告と

して, 適用性を考慮した診断基準を����年に発表

した��)(表 �)｡ この診断基準は, ウエスト周囲

径, 血圧, 中性脂肪, ���コレステロール, 空

腹時血糖とそれぞれの治療歴から構成されて簡便

なため, �� の診断基準よりも多用されてき

た｡ しかし, �� も���Ⅲの診断基準も, 白

人における肥満のカットオフ値を使っていたた

め, アジア人などに適用できない欠点を有してい

た��
��)｡

このため, ����年に �� 糖尿病専門家委員

会を主導した��!����, "�����らは, ����年に

国際糖尿病連盟 (����������������!���	#��


����������#) から内臓脂肪を前提条件にしたメ

タボリックシンドロームの診断基準を発表し

た��
��)｡ この診断基準の特徴は, 内臓肥満を他の

代謝異常と同等に位置づけるのではなく前提条件

としたこと, 内臓肥満の基準を民族別に決めた点

にある｡ 日本人向けの��#診断基準も公表され

ているが, 他の民族と異なり, ウエスト周囲径で

男 	���, 女 ����と女性が男性よりカットオ

フ値が大きいことが特徴である��)(表�)｡

日本では, 日本内科学会, 日本肥満学会など関

係	学会が共同でメタボリックシンドロームの診

断基準を公表した｡ この日本人向けの診断基準は

��#の日本人向け診断基準の考え方と一致して

いるが, ��#と異なるのは, 代謝異常の項目で,

高中性脂肪血症と低���コレステロール血症を

一つにしたことと, 空腹時血糖のカットオフ値を

日本糖尿病学会の基準に合わせて�����$��と

したことである�

�	)｡
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日本の診断基準づくりを主導した松澤らの研究

グループは, 脂肪細胞よりアディポネクチン,

��
����#
αなどのアディポサイトカインが分

泌されること, 皮下脂肪細胞よりも内臓脂肪細胞

が動脈硬化を促進するアディポサイトカインをよ

り多く分泌することを発見した��)｡ このため, 日

本の診断基準では, 内臓脂肪型肥満 (内臓肥満)

がそのリスクの中心にあり, 臍部の��横断像で

の内臓脂肪面積������以上を基準として, 簡易
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な内臓肥満指標であるウエスト周囲径を男����

以上, 女 ����以上とした｡ ウエスト周囲径の

カットオフ値は, 内臓脂肪量を指標にして設定し

たために, 男性に比べて皮下脂肪量が多く内臓脂

肪量の少ない女性では, ���Ⅲの診断基準や

���の他の国の基準と異なり, 男性より女性は

高い値となっている��)(表�)｡

日本の診断基準における男性のウエスト周囲径

カットオフ値については多くの研究の同意が得ら

れているが, 女性のカットオフ値である����に

ついては異論が多い��,��)｡ 日本人を対象とした断

面調査でのウエスト周囲径とメタボリックシンド

ロームを診断する代謝異常との	
� (�����

���������������������) 解析では, 女性のウ

エスト周囲径のカットオフ値は����で感度お

よび特異度が最も高くなっていた�����)｡ 女性での

カットオフ値の設定については, 前向き疫学研究

や介入研究の結果を待って判断すべき課題となっ

ている｡
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���や日本の診断基準は, 脂肪細胞, 特に内

臓脂肪細胞から動脈硬化を引き起こすアディポサ

イトカインが分泌亢進または動脈硬化を抑制する

アディポサイトカインが分泌低下していること,

内臓肥満に伴うアディポネクチン低下と動脈硬化

との疫学的な関連を根拠にメタボリックシンド

ローム診断の前提として内臓肥満を考えてい

る��)｡

一方, 欧米の糖尿病学会の主な批判は, その病

態と心臓血管疾患の予知能力に集中している｡

	��� (����)�), ������ (����)	), �������

ら (����)�)が, 動脈硬化危険因子の集積した症候

群を提唱した際のコア病態はインスリン抵抗性

(インスリン依存性糖取り込み低下) であり, 肥

満はこの症候群の必須項目には必ずしも入ってい

ない｡ ���Ⅲや���の診断基準��,�	)では, インス

リン抵抗性の指標が採用されておらず, 肥満を重

視しているために, 欧米の糖尿病学会は���や

���Ⅲの診断基準を満たす人は必ずしもインス

リン抵抗性を有する人ばかりでないことを批判し

ている�
���)｡

欧米の糖尿病学会はインスリン抵抗性をコア病

態と考える立場であり, インスリン抵抗性によっ

て, 高インスリン血症, 高血糖, 高血圧, 高中性

脂肪血症, 低�����血症を合併しやすくなり,

心血管疾患に罹患しやすいと考えている�
��	)｡ 肥

満は, インスリン抵抗性の結果ではなく原因であ

り, インスリン抵抗性の��
を, 低身体活動が

��
�遺伝などが ���を説明するとしている��)｡

さらに, インスリン抵抗性と内臓肥満の相関の程

度は, インスリン抵抗性と全身肥満 (皮下脂肪を

含む) との相関係数と殆ど変わらないことを報告

し, 内臓肥満の指標であるウエスト周囲径をメタ

ボリックシンドロームの診断の前提とすることに

も反対している����	)｡

我々の東アジアでの肥満と高血糖, 高血圧, 高

中性脂肪血症, 低�����血症の関連についての

研究では, 民族内ではこれらの関連を認めるが,

その関連は日本人, 韓国人, モンゴル人の順に低

下した｡ さらに, 内臓肥満が白人なみに顕著なモ

ンゴル人ではウエスト周囲径とインスリン抵抗性

の指標である ������������ ���������

(�
!�)��	値が低かった��)｡ このことは, 内臓

肥満がインスリン抵抗性の結果ではなく, 原因の

一部であるとの	�����)の主張を裏付けている

と考えられる｡
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また, ����年の日本糖尿病学会理事会では, メ

タボリックシンドロームを糖尿病の前段階と位置

づけ, 日本のメタボリックシンドロームの診断基

準から糖尿病治療中患者を削除するように求める

決議を行った｡ いずれにしても, この対立の解決

は, それぞれのメタボリックシンドロームの診断

基準が心臓血管疾患の予知および治療に貢献でき

るか否かの検討にかかっている｡

��������	
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������

���Ⅲ, ���および日本のメタボリックシン

ドローム診断基準は, 内臓肥満を診断の前提と

し, 肥満に合併することの多い高血糖, 高血圧,

高中性脂肪血症, 低���	
血症の有無によって

診断している�����)｡ これに対して, 欧米の糖尿病

学会は, �)診断項目にインスリン抵抗性の指標が

入っておらず, 内臓肥満を前提としていること,

�)診断項目については, 選定の科学的な根拠に乏

しく, 肥満に合併しやすい代謝異常 (高血糖, 高

血圧, 高中性脂肪血症, 低���	
血症) を基準

に入れ, 肥満とは機序の重なりが少なく, 予知因

子として科学的根拠のある炎症, 凝固, ���や

アポＢなどのマーカー, また心臓血管疾患の既往

や家族歴, 性, 年齢を含んでいないこと, �)フラ

ミンガム・リスクスコア��)の様に各診断項目に重

みづけがしていないことを批判している��	��)｡

こうした批判に対して, ���や日本の研究グ

ループからの的確な反批判は見あたらず, �)内臓

肥満がメタボリックシンドロームの原因であるこ

と, �)メタボリックシンドロームの新しい診断基

準は, 臨床家に使いやすいこと, �)メタボリック

シンドローム該当者は�型糖尿病や心血管疾患に

罹患しやすいことが強調されているのみであ

る�����)｡

������������	
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島根県におけるメタボリックシンドロームの日

本人向け診断基準を用いた有病率の報告はないた

め, ����年度の雲南市掛合町で行った健康調査か

らメタボリックシンドローム有病率を算出した｡

掛合町の成人人口は男性��	�	人, 女性���
�人の

合計�����人であり, 受診者数は男性���人, 女性

		�人の合計
��人 (受診率��％) であった｡ 日本

人向け診断基準を用いたメタボリックシンドロー

ム有病率は, 男性��％, 女性�％, 合計
％で

あったが, 日本糖尿病学会理事会の主張のように

糖尿病の診断を優先すると糖尿病有病率は男性��

％，女性�％，合計
％で，メタボリックシンド

ローム有病率は男性��％, 女性�％, 合計�％に

減少した (表�)｡ 糖尿病は, メタボリックシン

ドロームの�����(��％) を占めるとともに, 内

臓肥満のない正常者でも	�����(�％) であっ

た｡ このことは, 日本人では肥満を有さない糖尿

病	�人が肥満を有する糖尿病��人の�倍と多く,

糖尿病の原因としてインスリン抵抗性とともにイ

ンスリン分泌障害が重要であることを示唆してい

��� ���� ��� ��������
�
���������



る｡
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いずれのメタボリックシンドロームの診断基準

または基準を構成する各診断項目が心血管疾患を

的確に予知できるであろうか｡ この予知能力は,

コホート研究でのみ解析可能である｡

欧米のコホート研究では, 何種類かの診断基準

を用いた�型糖尿病や心血管疾患の発症が解析さ

れている｡ 多くの研究では, いずれのメタボリッ

クシンドロームの診断基準でも, 該当者は正常者

よりも�型糖尿病や心血管疾患の発症リスクが有

意に高いことが報告されている｡ ����－����年に

開始された��コホート, �������人のメタ解析で

は, ���と ���Ⅲの診断基準によるメタボ

リックシンドロームでの心血管疾患による発症お

よび死亡の相対危険度は���� (��％信頼区間

����－��		) であり, 発症の相対危険度は���

��	
, ���Ⅲ��
�と���の診断基準の方が有意

に高いことを報告している��)｡

	
�の診断基準を用いたコホート研究の解析

は今のところ公表されていないが, 	
�や日本

の診断基準に含まれる診断項目を用いたコホート

研究がいくつか報告されている｡ �����らは,

フラミンガム研究において心血管疾患, 冠動脈疾

患, �型糖尿病の発症を�年間追跡した結果を報

告している｡ ���Ⅲの診断基準によるメタボ

リックシンドロームは, 心血管疾患, 冠動脈疾患

�型糖尿病の多変量調整相対危険度がそれぞれ,

男����, 女����, 男����, 女����, 男
���, 女
��	

であった｡ しかし, 単独の診断項目でも相対危険

度が高いものがあり, 心血管疾患では高血圧だけ

で��	, 高血糖だけで��	, 冠動脈疾患では低

�
���だけで��	, �型糖尿病は高血糖だけで

����, ウエスト周囲径だけで���であった�	)｡ こう

した結果から, ���� (�		�) は動脈硬化の危険

因子を総合化した ���Ⅲや 	
�の診断基準に

よって, �型糖尿病や心血管疾患の予知能力が高

まるかどうかは疑問だと批判している�
)｡

日本人については, 心血管疾患の既往のない会

社員を対象に心血管疾患と�型糖尿病の発症を�

年間追跡したコホート研究で, 高血糖, 肥満

(��	)�高血圧, 脂質異常 (高中性脂肪血症と低

�
���血症), 蛋白尿, 白血球増多の�項目で,

心血管疾患と�型糖尿病の多変量調整相対危険度

は�項目該当でそれぞれ����, ���
, �項目該当

でそれぞれ�����, 
���と有意に増加した｡ また,

単独の診断項目のみで予知能力の高いものがあ

り, 心血管疾患では高血圧だけで��
�, 白血球増

多だけで���	であり，�型糖尿病では高血糖だけ

で�	���であった｡ 肥満の相対危険度が有意で

あったのは, �型糖尿病の����であり, 心血管疾

患では有意ではなかった��)｡ 他の研究よりも相対

危険度が高いのは, 対象が比較的若齢であったも

のと考えられる｡

���Ⅲの中心性肥満を��	��以上に変更した

診断基準を用いて, 心血管疾患の既往のないコ

ミュニティ対象を�	年間追跡した茨城県のコホー

ト研究では, 多変量調整ハザード比は虚血性心疾

患で���, 虚血脳卒中���であった｡ しかし, 単独

の診断項目でも, 虚血性心疾患では男の高コレス

テロール血症���, 高血圧���, 女の高中性脂肪血

症���, 低�
���血症��	, 虚血脳卒中では高血

圧だけで男��	, 女��
であり, 肥満はいずれでも

有意な増加を認めなかった��)｡

中心性肥満の基準を ��	��以上に変更した

���Ⅲ診断基準を用いて, 心血管疾患既往のな

��� ���� ��� �		���������� �������



い国民栄養調査 (����年) の対象者を���年間追

跡したコホート研究では, 心血管疾患多変量調整

ハザード比は, ����と有意ではあるが比較的低

かった｡ さらに, 各診断項目では, 高血圧のハ

ザード比が����と有意であったが, 肥満はハザー

ド比を有意に高めなかった｡ さらに, 非肥満群は

肥満群よりも診断項目該当数が増加するとともに

心血管疾患のハザード比を高めていた��)｡ このこ

とから, �����以下の非肥満群においては, メ

タボリックシンドロームの診断基準にとらわれず

に危険因子を慎重に検討するように求めてい

る��)｡

以上のように, 世界的にメタボリックシンド

ロームの相対危険度やハザード比は �程度であ

り, 高血圧や高血糖などの単独の診断項目より顕

著に心血管疾患を予知するとは言いがたい｡

��������	
������

�������������

予防戦略を考えるときには, 相対危険度やハ

ザード比の高さだけで優先順位を決めることはで

きない｡ なぜならば, ある危険因子に対する相対

危険度が高くてもその要因に暴露される人口が少

なければ, 人口全体としての危険性は低いからで

ある｡ このために, 発生率や死亡率などの差であ

る寄与危険度 (�����	
��	�����), 帰属する人

口集団全体の何％にその要因が影響しているかを

示す人口寄与危険度割合 (���
�����������	
��

�	������������) が指標として用いられる�	)｡

したがって, メタボリックシンドロームの適用

性を考慮する場合には, 相対危険度やハザード比

ばかりでなく寄与危険度や人口寄与危険度割合を

検討するが必要であるが, 残念ながらこれらの報

告はない｡ このため, 日本人向けの診断基準で前

提となっている内臓肥満とメタボリックシンド

ロームの罹患状況を検討することによって, メタ

ボリックシンドロームの寄与危険度や人口寄与危

険度割合を議論する｡ これまで, 国民栄養調査や

多くのコミュニティ対象の疫学研究で指摘されて

いるように, 日本人では, �����以上の肥満者

は成人人口の約��	に留まっており, �����未満

の群でも高血圧, 高血糖, 脂質代謝異常が多

い��,��,��)｡ このため, 心血管疾患を予防するため

に導入したメタボリックシンドローム診断基準

が, メタボリックシンドロームと同等の心血管疾

患の危険性を有する非肥満集団 (日本の診断基準

ではメタボリックシンドローには該当しない) に

対しては, かえって予防への関心を低下させ, 心

血管疾患の発生を高めるモラルハザード��)を引き

起こす可能性がある｡

��������	
��� !"

厚生労働省は, ���
年	月から保険者に糖尿病

や心血管疾患の前段階であるメタボリックシンド

ロームを主な対象にした特定健康診査と特定保健

指導の実施を義務づけた｡ この理由は, 糖尿病関

連の医療費が増加し続けているため, その前段階

で予防し, 医療費増加を抑えること, 市町村など

の健康増進部局による健診・保健指導や健康日本

��の活動が不十分と政策評価されたことから, 医

療費と直結する保険者に担当させることになっ

た｡

保健指導は, 被保険者を健診結果により階層化

し, ｢情報提供｣ ｢動機づけ支援｣ ｢積極的支援｣

の�レベルで行うことになった｡ 保険者には, 健

診受診率や指導実施率などの計画を義務づけ, 健

診及び保健指導の結果に基づいて後期高齢者支援

金を増減させるインセンティブを付加する仕組み

��� ���� ��� ��������������
��
��



になっている｡ 厚生労働省から ｢標準的な健診・

保健指導プログラム確定版｣ (表�), ｢特定健康

診査等基本指針 (案)｣ が示されている｡ 厚生労

働省版のメタボリックシンドローム診断基準は日

本肥満学会等による日本人向け診断基準を基礎に

しているが, 若干修正がなされている��)｡ 内臓肥

満基準でウエスト周囲径以外に�����以上も付

加したこと, 耐糖能異常に基準として空腹時血糖

を���の基準に合わせて������	
以上とし,

��
����％以上も加えたこと, 喫煙歴を加えたこ

とである｡ さらに, 厚生労働省は国民栄養調査の

対象者を分析し, 積極的支援レベルの対象者

(��－��歳) は男性��％, 女性�％と想定してい

る��)｡

厚生労働省から ｢標準的な健診・保健指導プロ

グラム確定版｣ (表�) に基づいて, ����年度の

雲南市掛合町で行った健康調査から特定保健指導

の対象者数を算出した (表	)｡ まず, 内臓肥満

に基づくリスク数から算出した支援レベル (ス

テップ�) は, 情報提供レベル 男性�％, 女性

�％, 動機づけ支援レベル 男性��％, 女性��

％, 積極的支援レベル 男性��％, 女性��％で

あった｡ ステップ�に ｢服薬中の者は, 特定保健

指導の対象にしない｣ ｢�����歳では, 積極的支援

の対象になっても, 動機づけ支援とする｣ (表�)

を加味したステップ�では, 情報提供レベル 男

性�％, 女性�％, 動機づけ支援レベル 男性��

％, 女性��％, 積極的支援レベル 男性��％, 女

性�％となった｡ 厚生労働省による積極的支援レ

ベルの対象者 (�����歳) 推計と比較すると, 掛

合町では男性は同じであったが, 女性は��％と�

倍であり, 集団により異なることが予想される｡

��������	
����

�����

メタボリックシンドローム対策の採用の意義と

限界について表
にまとめた｡ ����年の流行語大

賞にメタボリックシンドロームが選ばれ, 保健医

��� ���� ��� ��������
�
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療関係者のみならず, 国民が内臓肥満やメタボ

リックシンドロームへの関心を高めた｡ 若年男性

で内臓肥満およびメタボリックシンドロームが増

加しており, 今後この年齢層からの�型糖尿病や

心血管疾患の増加が危惧される｡ この意味から

は, 時代を先取りした健康政策との評価ができよ

う｡ しかし, メタボリックシンドロームの病態解

明は始まったところであり, 世界的には内臓肥満

よりもインスリン抵抗性をコア病変として考える

研究者が多いことから, 日本人での病態解明が期

待される｡

特定健康診査・特定保健指導では予防効果の高

いハイリスク者の選択がなされているが, 単独危

険因子として�型糖尿病や心血管疾患の発症に重

要な家族歴や既往歴, 年齢, 性, 高血圧, 耐糖能

異常, 高�����血症, 高感度���, アディポネ

クチンなどが十分評価されておらず, ハイリスク

者のスクリーニングについても検証が必要であ

る｡ とくに, 診断基準項目についてフラミンガ

ム・リスクスコア (表�) のような重みづけ��)の

導入が求められる｡ このためには, 日本人の多様

な集団について生活習慣病コホート研究を実施す

る必要があり, 島根大学医学部生活習慣病予知予

防研究センターで企画されている生活習慣病コ

ホートの研究成果が期待される｡

また, メタボリックシンドロームに関心が集ま

るあまり, 日本の診断基準でメタボリックシンド

ロームから除外される非肥満者での耐糖能異常・

糖尿病および心血管疾患の予防への関心低下が危

惧される｡ 非肥満者でのハイリスク管理をどのよ

うに進めるかは地方自治体の決断 (市町村健康増

進計画) にゆだねられることになっているため,

市町村ならびに都道府県単位に設立された後期高

齢者医療広域連合が非肥満者での糖尿病および心

血管疾患のハイリスク管理, 生活習慣病予防のポ

ピュレーション・アプローチの適切な資源配分,

計画策定と実施, 科学的評価や計画の見直しを継

続的に実施することが必要であり, 住民や関係機

関を含む生活習慣病予防のためのネットワーク形

成が課題となっている｡

メタボリックシンドロームならびにその予備軍

に対しては, スクリーニング方法, 保健指導レベ

ルの振り分け, 指導内容について標準化が図ら

れ, 個別的なハイリスク管理が徹底される｡ 今回

の特定保健指導対象者からは, 治療中患者は除外

されているため��), 今後は治療を受けているメタ

ボリックシンドロームや�型糖尿病の患者につい

ても生活習慣病変容の標準化や義務化が波及する

ものと考えられる｡ 医療機関での生活習慣病指導

管理料, 外来栄養食事指導料, 集団栄養食事指導

料を算定する場合に, 何らかのアウトカム評価が

求められる可能性が高い｡ メタボリックシンド

ローム対策とあわせて, 糖尿病や高血圧の早期発

見と適正治療・管理にも重点をおく必要がある｡

保険者は, メタボリックシンドロームの予防活

動に必要な経費を確保する必要がある｡ 効果効率

的なメタボリックシンドローム予防や糖尿病管理

が行えなければ, 予防活動に費用がかかるばかり

か, 後期高齢者支援金が増額され, 健康保険料の

値上げが必要となる｡ このため, 保険者は費用対

効果・効率の解析と管理が必要である｡ これらの

管理を容易にするために, 厚生労働省は, 予防事

業と保険業務のデータベースをリンクし, 予防活

動による医療費削減効果が集団としても個別にも

算出が可能なシステムへと改良しつつある｡ この

ため, 地方自治体や各保険者において, 総合的で

効果的な生活習慣病の展開が求められる｡

また, 特定健康診査と特定保健指導の実施で

���	 
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は, 経済団体の要望により国民健康保険組合など

から民間企業へのアウトソーシング推進が盛り込

まれ, その体制整備が進められている｡ 総合的で

効果的な生活習慣病対策を志向し努力してきた厚

生連などの健診機関のみならず, フィットネスク

ラブや健康保険会社なども参加が容易になる｡ メ

タボリックシンドロームの予防事業では�)地域の

風土や価値観などに影響された生活習慣の変容が

重要であること, �)地域の農業や食品産業と連携

を深めることのできる地元のアウトソーシング先

を開発すること, �)多くの健康保険組合では本事

業の評価は, 地域毎になされる可能性が高いこと

から, 住民や関係機関を含む生活習慣病予防のた

めのネットワーク形成が重要である｡ このため,

各地域で管理栄養士, 保健師, 医師, 健康運動療

法士などの人材育成や組織化を保険者は推進すべ

きであり, この観点からも島根県医師会によるメ

タボリックシンドロームの予防に関する教育・研

究活動が期待される｡

� �

インスリン抵抗性 (インスリン依存性糖取り込

みの障害) や内臓肥満を有する人に高インスリン

血症, 高中性脂肪血症, 低���コレステロール

血症, 高血圧が重積した人は, 心血管疾患に罹患

しやすいことから, 世界保健機構は����年にこう

した病態をメタボリックシンドロームと名付け,

その予防を推進している｡ ����年に国際糖尿病連

盟や日本内科学会などは内臓肥満をコア病態とし

た新しいメタボリックシンドロームの診断基準を

発表した｡ 日本では����年�月より健康保険組合

を実施主体としてメタボリックシンドロームの特

定健康診査と特定保健指導を行うことになった｡

欧米の糖尿病学会はメタボリックシンドロームの

コア病態をインスリン抵抗性としているため, 日

本人向けの新しい診断基準の活用について保健医

療現場での混乱が広がっている｡ このため, メタ

ボリックシンドロームの疾病概念とその成立過

程, 病態と診断基準についての問題点, 実施にあ

たっての課題を概説した｡ 医療現場においては,

メタボリックシンドロームならびにその予備軍に

対しては, スクリーニングや保健指導の強化とあ

わせて, 糖尿病や高血圧の早期発見と適正治療・

管理にも一層の努力が必要と考える｡

� �

本研究の一部は, 島根大学重点研究プロジェク

ト ｢中山間地域における住民福祉の向上のための

地域マネジメントの構築 (代表：伊藤勝久)｣, 文

部科学省科学研究費補助金 (塩飽邦憲�������	,

李麗梅�����
��) によった｡ また, 雲南市健康推

進課, 掛合町健康福祉センター, のスタッフのご

協力に深謝します｡

なお, 本研究の概要は平成��年
月の島根県医

師会産業医部会研修会にて講演した｡

� �

�) 水嶋春朔. 我が国におけるメタボリックシンドローム

に着目した特定健診・特定保健指導. 日本臨床 ���
�
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��) 塩飽邦憲, 乃木章子, アヌーラド・エルデンビレグ,

他. 農村地域の壮年における動脈硬化関連危険因子の総

合的評価. 日本農村医学会誌 ����；��：��－��
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��) 保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関す

る検討会資料. 厚生労働省医療保険局 !��)"22����
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